
公表日：令和６年２月１日 事業所名：波の家魚住西放課後等デイサービス サービス種類：放課後等デイサービス

チェック項目 現状評価（実施状況・工夫点等） 保護者の評価 保護者の評価を踏まえた改善目標・内容

1
利用定員に応じた指導訓練室等スペースの
十分な確保

国の指定基準を満たしたスペースを確保し
ており、個室を備えています。仕切りもあり、
活動を行う上では十分な広さとなっておりま
す。

はい…11
どちらともいえない…3
いいえ…1
わからない…0

その時の支援内容に応じて、安全に活動できるス
ペースを確保し、室内の配置を変更していきます。
また、保護者へ周知できるよう面談時に施設内を案
内する等、詳しく説明していきます。

2 職員の適切な配置

国の人員配置基準に定められている人数よ
り、多く配置しています。利用者の状態で
フォローが必要な場面に、個別に対応できる
ようにしています。

はい…11
どちらともいえない…2
いいえ…1
わからない…1

利用者の人数に応じた指導員配置を行い、支援を
行います。また、保護者に可能な限り来所していた
だき、日頃の活動の様子をご覧いただき、知ってい
ただける機会を設けていきます。

3
本人にわかりやすい構造、バリアフリー化、
情報伝達等に配慮した環境など障害の特性
に応じた設備整備

バリアフリー化が十分ではありません。その
為、階段の昇り降りの際には、歩いて昇り降
りする声掛けを行うことや、支援員を利用者
の前後に配置しています。また、スケジュー
ルを掲示し、日々の流れを視覚的にわかり
やすくしています。

はい…11
どちらともいえない…1
いいえ…0
わからない…3

より丁寧なアセスメントを心掛け、利用者の目線に
立った分かりやすい情報伝達を行います。また、階
段の見守りや道路への飛び出し防止等、安全面を
考慮した支援を心掛けていきます。

4
清潔で、心地よく過ごせ、子ども達の活動に
合わせた生活空間の確保

空気清浄機を設置し、利用後は日々清掃及
び消毒を行い清潔を心掛けています。法人
全体で美化月間があり、施設以外の職員に
清潔さをチェックしてもらう事で、職員全体の
意識付けもできています。活動に合わせて
机の配置を工夫し、空間を確保しています。

はい…12
どちらともいえない…2
いいえ…0
わからない…0

毎日の清掃や共有部分の消毒を行い、整理整頓を
心掛け、より一層過ごしやすい環境づくりをしていき
ます。

1
業務改善を進めるためのPDCAサイクル（目
標設定と振り返り）への職員の積極的な参
画

法人全体で半年に一度、業務改善の為のレ
ポート提出があり、その中で議題が挙がった
意見について、検討、改善を行っています。

今後も現状を継続していきます。

2
第三者による外部評価を活用した業務改善
の実施

現在は行っていません。
要望があれば、今後外部評価の活用を検討してい
きます。

3
職員の資質の向上を行うための研修機会の
確保

法人内での毎月の勉強会や、外部の研修
会に参加し、全ての職員と共有する事で、資
質の向上に努めています。

研修会には積極的に参加し、参加できない職員に
も伝達する体制を整えて、資質の向上に努めてい
きます。

1

アセスメントを適切に行い、子どもと保護者
のニーズや課題を客観的に分析した上での
児童発達支援計画又は放課後等デイサー
ビス計画の作成

支援期間毎に保護者と利用者に面談を行
い、支援内容の確認を行っています。また、
職員間でも支援内容についての意見を出し
合い、支援計画を作成しています。

はい…15
どちらともいえない…0
いいえ…0
わからない…0

利用者と保護者のニーズを照らし合わせ、本人と家
族との連携を図り、ニーズに合った計画が作成でき
るようにしていきます。計画作成後に内容の説明を
行い、不明点がない状態を継続していきます。

2
子どもの状況に応じ、かつ個別活動と集団
活動を適宜組み合わせた児童発達支援又
は放課後等デイサービス計画の作成

保護者や本人との面談時に、前回の支援計
画書に対しての振り返りを行い、現状を情報
共有しています。その中で、新たな課題が出
れば、新しく目標設定を行い、支援計画書を
作成しています。

利用者に応じた支援内容の記載を心掛けていきま
す。また、目標やカリキュラムに合わせて、個別活
動と集団活動の組み合わせの説明を必要に応じて
行っていきます。

3
児童発達支援計画又は放課後等デイサー
ビス計画における子どもの支援に必要な項
目の設定及び具体的な支援内容の記載

身辺自立と生活習慣、療育課題、コミュニ
ケーション、各機関との連携についての目標
設定を行っています。項目毎に利用者の課
題と、課題に対しての支援内容を設定してい
ます。

はい…14
どちらともいえない…0
いいえ…0
わからない…1

面談時に保護者に対して現状をお伝えし、具体的
な項目の設定や支援内容の記載について確認をし
ていき、利用者、保護者にわかりやすい課題や支
援内容を設定していきます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　児童発達支援又は放課後等デイサービス事業に係る自己評価結果公表用            　　　　　　　　                 (別添様式２)
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チェック項目 現状評価（実施状況・工夫点等） 保護者の評価 保護者の評価を踏まえた改善目標・内容区分

4
児童発達支援計画又は放課後等デイサー
ビス計画に沿った適切な支援の実施

支援計画書を基に支援を行っています。職
員間で面談内容や利用者の特性などの情
報を共有し、支援内容を統一しながら、適宜
振り返りを行い支援しています。

はい…14
どちらともいえない…0
いいえ…0
わからない…1

日々の振り返りを徹底し、支援内容が適切かを職
員間で十分に話し合い、一人ひとりに合った支援を
行っていきます。また、日々の支援内容について、
サービス提供記録に記載し、保護者へ周知を行っ
ていきます。

5 チーム全体での活動プログラムの立案
話し合いの時間を設け、新しいカリキュラム
の立案や改善などを行っています。

引き続き、活動プログラムについての話し合いを定
期的に行い、活動内容がより充実したものとなるよ
うにしていきます。

6
平日、休日、長期休暇に応じたきめ細やか
な支援

本人の生活リズムが崩れる事を防ぐため、
できる限り同じ環境を提供し、リズムを整え
ていくことを心掛けています。

職員間で話し合いの場を定期的にもち、様々な活
動が提案できる体制を整えていきます。また、活動
内容に関して、適宜保護者への伝達を行い、周知
できるよう改善していきます。

7
活動プログラムが固定化しないような工夫
の実施

日々カリキュラムを計画し、保護者へのお知
らせも会報などを通して行っています。また、
定期的に職員間で話し合いを行いながら、
利用者が新鮮な気持ちで取り組むことがで
きるようにしています。

はい…11
どちらともいえない…3
いいえ…0
わからない…1

活動プログラムにバリエーションを持たせられるよ
う、職員間で意見を出し合ったり、利用者に意見を
聞きながら、取り組み方を工夫していきます。

8
支援開始前における職員間でその日の支
援内容や役割分担についての確認の徹底

前日の支援終了後に、支援内容の確認や
利用者の様子を振り返り、翌日の役割分担
を決めています。また、その都度利用者様
が来所される前に話し合いを行い、再度確
認を行っています。

今後も全職員が支援内容や役割分担、活動の目的
やねらいを意識して支援できるようにしていきます。

9
支援終了後における職員間でその日行わ
れた支援の振り返りと気付いた点などの情
報の共有化

その日にあった出来事や、保護者からの伝
達事項、利用者への支援内容については毎
回記録を残し、振り返りを行って次回に活か
すようにしています。また、職員間でも話し合
い、改善点や気づいた事など、意見を出し
合って共有しています。

支援終了後に振り返りを行い、次に活かせるよう改
善策や反省点を話し合っていきます。職員間で気づ
きが多く出るよう、見守りの仕方を考えていきます。

10
日々の支援に関しての正確な記録の徹底
や、支援の検証・改善の継続実施

利用者の様子や支援内容については、記録
を残し、職員間で常に意見交換しながら振り
返りを行っています。また、保護者とはメー
ルによる連絡をこまめにとるようにしたり、連
絡ノートを使って情報共有しています。

記載内容を充実させ、引き継ぎができるように、正
確な記録を残して職員間で共有していきます。

11
定期的なモニタリングの実施及び児童発達
支援計画又は放課後等デイサービス計画
の見直し

定期的に面談を実施し、最低でも6ヵ月に1
度モニタリングを行っています。保護者から
本人の現状を確認して、支援内容や目標を
見直しています。

モニタリングの情報を職員間で共有して、意見を出
し合いながら、計画の見直しを行います。

適
切
な
支
援
の
提
供

（
続
き

）



チェック項目 現状評価（実施状況・工夫点等） 保護者の評価 保護者の評価を踏まえた改善目標・内容区分

1
子どもの状況に精通した最もふさわしい者
による障害児相談支援事業所のサービス担
当者会議への参画

児童発達支援管理責任者や支援員が出席
し、支援内容の確認や方向性を話し合って
います。

引き続き、現状を継続していきます。

2

（医療的ケアが必要な子どもや重症心身障
害のある子ども等を支援している場合）
地域の保健、医療、障害福祉、保育、教育
等の関係機関と連携した支援の実施

現在、該当の利用者はいません。

3

（医療的ケアが必要な子どもや重症心身障
害のある子ども等を支援している場合）
子どもの主治医や協力医療機関等と連絡体
制の整備

現在、該当の利用者はいません。

4

児童発達支援事業所からの円滑な移行支
援のため、保育所や認定こども園、幼稚園、
小学校、特別支援学校（小学部）等との間で
の支援内容等の十分な情報共有

現在、該当の利用者はいません。

5

放課後等デイサービスからの円滑な移行支
援のため、学校を卒業後、障害福祉サービ
ス事業所等に対するそれまでの支援内容等
についての十分な情報提供

卒業後の進路先との連携として、保護者の
了承の基、支援内容を情報共有する事も可
能です。

保護者からの要望があれば、今後も検討していき
ます。

6
児童発達支援センターや発達障害者支援セ
ンター等の専門機関と連携や、専門機関で
の研修の受講の促進

定期的に研修会に参加しています。 引き続き、現状を継続していきます。

7

児童発達支援の場合の保育所や認定こど
も園、幼稚園等との交流や、放課後等デイ
サービスの場合の放課後児童クラブや児童
館との交流など、障害のない子どもと活動す
る機会の提供

秋祭りでの活動や、施設外の近隣の公共施
設での活動の際に、交流がもてる機会を
作っています。

はい…3
どちらともいえない…1
いいえ…3
わからない…8

保護者や利用者に要望を伺い、必要に応じて交流
の機会を増やす事ができるよう、協議していきま
す。

8
事業所の行事への地域住民の招待など地
域に開かれた事業の運営

秋祭りを開催し、事前にポスター等で案内し
た上で、地域の方にも来ていただける日を
設けています。また、地域への貢献として、
施設の周辺清掃を行っています。

事前のポスター案内や、利用者と一緒に招待状を
作成するなど、事業の周知を図っていきます。
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チェック項目 現状評価（実施状況・工夫点等） 保護者の評価 保護者の評価を踏まえた改善目標・内容区分

1
支援の内容、利用者負担等についての丁寧
な説明

施設の契約を行う面談時に、保護者への説
明を行っています。また、問い合わせの都
度、説明しています。

はい…15
どちらともいえない…0
いいえ…0
わからない…0

引き続き丁寧に説明を行い、わかりやすくお伝えで
きるよう努めて参ります。

2
児童発達支援計画又は放課後等デイサー
ビス計画を示しながらの支援内容の丁寧な
説明

面談の時に、保護者と本人に支援計画の内
容を振り返りながら、十分な聞き取りを行
い、説明しています。

はい…14
どちらともいえない…1
いいえ…0
わからない…0

疑問点が残らないよう、より分かりやすく丁寧な説
明をしていきます。

3
保護者の対応力の向上を図る観点から、保
護者に対するペアレント･トレーニング等の
支援の実施

保護者からの相談があれば、職員との面談
を行い、話し合いの場を設けています。ま
た、ペアレントトレーニング後に保護者から
の疑問点を挙げてもらうことで、解決策の案
内をしています。

はい…11
どちらともいえない…2
いいえ…0
わからない…2

保護者からの疑問に応えられるよう、ペアレントト
レーニングを定期的に実施していきます。また、保
護者からの相談の声をかけていただきやすい関係
を作っていけるよう努めます。

4
子どもの発達の状況や課題について、日頃
から保護者との共通理解の徹底

保護者との連絡ノートでのやりとりで、日頃
から情報を共有できるようにしています。ま
た、何かあれば、電話やメールでその日の
様子と支援内容を伝え、共通理解できるよう
に努めています。

はい…14
どちらともいえない…0
いいえ…0
わからない…1

保護者とのコミュニケーションを密に行い、情報が
共有しやすい関係を作っていけるよう努めていきま
す。また、面談の機会に日々の状況を伝え、共通理
解ができるように取り組んでいきます。

5
保護者からの子育ての悩み等に対する相談
への適切な対応と必要な助言の実施

利用者の様子に変化がある際は、こまめに
お伝えし、信頼関係を築けるようにしていま
す。また、職員で話し合い、保護者に適切な
助言を行えるようにしています。

はい…15
どちらともいえない…0
いいえ…0
わからない…0

引き続き、日頃から保護者とのコミュニケーションを
図り、相談しやすい環境づくりを行います。また、適
切な対応ができるよう、職員が知識向上に努めて
いきます。

6
父母の会の活動の支援や、保護者会の開
催による保護者同士の連携支援

保護者が参加しやすいよう、複数回に分け
て保護者会を実施しています。今後、状況に
応じて、定期的に開催できるよう、検討して
いきます。

はい…7
どちらともいえない…2
いいえ…1
わからない…5

全保護者が参加しやすい環境を設け、保護者会を
通して、保護者同士が意見を言いやすい環境を設
定し、相談しやすい関係づくりに努めます。

7
子どもや保護者からの苦情に対する対応体
制整備や、子どもや保護者に周知及び苦情
があった場合の迅速かつ適切な対応

苦情があった際には、職員間ですぐに周知
し、対応するようにしています。また、改善策
や今後の対応についても、利用者、保護者
に伝えています。

はい…11
どちらともいえない…1
いいえ…0
わからない…3

迅速に対応できるようにしていきます。さらに、記録
を残して、同じことを繰り返さないように努めていき
ます。また、苦情に関する窓口の周知徹底に努め
ていきます。

8
障害のある子どもや保護者との意思の疎通
や情報伝達のための配慮

必要に応じて、口頭だけでなく、文章やメー
ルでも保護者へ説明を行っています。また、
利用者に対しても、適切な伝達方法を考え、
一人一人に合わせた伝え方を工夫していま
す。

はい…14
どちらともいえない…0
いいえ…0
わからない…1

保護者と本人に、より理解してもらいやすいよう、個
人に合わせた伝え方を工夫し、必要に応じて個別
に対応していきます。

9
定期的な会報等の発行、活動概要や行事
予定、連絡体制等の情報についての子ども
や保護者への発信

毎月、カリキュラムの予定や活動内容の報
告を記載した通信を発行してお渡ししていま
す。また、定期的にブログを更新し、活動の
様子を発信しています。

はい…15
どちらともいえない…0
いいえ…0
わからない…0

今後も会報を読みやすく作成し、ブログでも活動の
様子が伝わるように、随時更新していきます。また、
更新についてその都度案内を行います。

10 個人情報の取扱いに対する十分な対応

個人情報などが記載されているものは、施
設外に持ち出さない事を徹底しています。個
人情報の記載がある書類は、破棄する際は
シュレッダーを使用しています。

はい…11
どちらともいえない…0
いいえ…0
わからない…4

パスワードのかかったパソコンを使用し、個人情報
の取り扱いには十分に注意している事を周知して
いきます。また、書類は二重確認を行い、正確に管
理ができるよう徹底していきます。
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チェック項目 現状評価（実施状況・工夫点等） 保護者の評価 保護者の評価を踏まえた改善目標・内容区分

1
緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、感
染症対応マニュアルの策定と、職員や保護
者への周知徹底

避難場所についてはお手紙として配布し、お
知らせしています。各マニュアルを作成し、
適宜見直しを行い、状況に応じて改訂してい
ます。職員間で周知していますが、保護者へ
の周知徹底は完全ではありません。

はい…15
どちらともいえない…0
いいえ…0
わからない…0

引き続き、面談・契約時にご説明したり、案内パンフ
レットに掲載する等、保護者へ周知できるようにして
いきます。

2
非常災害の発生に備えた、定期的に避難、
救出その他必要な訓練の実施

年間を通して計画を立て、月に1回、火災、
地震、水害、不審者対応等を想定した避難
訓練を行っています。また、必ず振り返りを
行い、反省点を法人全体のミーティングで報
告して、次に活かしています。

はい…14
どちらともいえない…0
いいえ…0
わからない…1

様々な状況に応じた対応ができるよう、避難訓練や
ミーティングを行い、災害に備えていきます。また事
前、事後指導にも力を入れ、災害についての知識も
習得できるように、復習する機会も設けていきま
す。

3
虐待を防止するための職員研修機の確保
等の適切な対応

数か月に1度、全職員で虐待についての研
修を行い、日頃の支援内容の振り返りや、
具体的な事例を挙げて意見を出し合い、虐
待防止に努めています。また、法人全体で
虐待防止に関するミーティングを行っていま
す。

今後も現状を継続していきます。

4

やむを得ず身体拘束を行う場合における組
織的な決定と、子どもや保護者に事前に十
分に説明し、了解を得た上での児童発達支
援計画又は放課後等デイサービス計画へ
の記載

現在、身体拘束は行っていません。
今後も様々な方法を検討する事を怠らず、やむを
得ず拘束を行う場合は、保護者と相談した上で、支
援として取り組んでいきます。

5
食物アレルギーのある子どもに対する医師
の指示書に基づく適切な対応

施設の利用開始の際に、保護者に必ずアレ
ルギーに関する確認を行っています。食物
アレルギーのある利用者に対しては、保護
者の指示の基、除去などの対応を行ってい
ます。

今後も現状を継続し、保護者と相談しながら、対象
の利用者には適切に対応していきます。

6
ヒヤリハット事例集の作成及び事業所内で
の共有の徹底

ヒヤリハット事例集は施設にて作成していま
す。気になる事や危険と感じた事があれば、
職員間で共有した上で、今後の対応を話し
合い、細かく記録を残すようにしています。

今後も、利用者が安全に過ごすことができるよう
に、見守りを行い、ヒヤリハットがあった際には、す
ぐに職員間で情報共有や対策についての話し合い
を行い、再発防止に努めていきます。

非
常
時
等
の
対
応


